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告
　
　
　
示

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都

　

地
球
温
暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
総
量
削
減
課
）…
一

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号
（
都
民

の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
第
四
条
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
、
第

四
条
の
七
第
四
項
、
第
四
条
の
十
八
第
一
項
、
第
四
条
の

十
九
第
三
項
、
第
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
四
条
の
二

十
六
第
二
項
、
第
五
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五

条
の
十
九
第
一
項
並
び
に
東
京
都
地
球
温
暖
化
対
策
指
針

第
二
編
第
五　

八
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
様

　

式
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三
〇

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
（
都
民

の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
第
四
条
の
十
二
第
三
項
及
び
別
表
第
一
に
規
定
す
る
知

　

事
が
別
に
定
め
る
係
数
等
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…（
同
）…
四
五

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
六
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都
地
球
温

暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

総
則
第
一
中
「、

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

」
を
「、
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
量
等

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
一　

一
中
「平

成
20年
３
月
に
策
定
し
た

「東
京
都
環

境
基
本
計
画

」に
お
い
て

「2020年
ま
で
に
、
東
京
の
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
量
を
2000年

比
で
25％

削
減
す
る

」こ
と
を
定
め
た
。
ま

た
、
平
成
28年
３
月
に
策
定
し
た

「東
京
都
環
境
基
本
計
画

」に
お

い
て
は

「2030年
ま
で
に
、
東
京
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
2000

年
比
で
30％

削
減
す
る

」こ
と

」
を
「令

和
４
年
９
月
に
策
定
し
た

「東
京
都
環
境
基
本
計
画

」に
お
い
て

「2030年
ま
で
に
、
東
京
の

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
2000年

比
で
50％

削
減
す
る

」こ
と

（カ

ー
ボ
ン
ハ
ー
フ

）
」
に
、
「20％

」
を
「50％

」
に
、
「95％

」
を

「90％

」
に
、
「2000年

度

」
を
「2020年

度

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
一　

二
中
「30％

」
を
「50％

」
に
、
「20％

」
を

「50％

」
に
、
「21.4百

万
ト
ン

」
を
「13.8百

万
ト
ン

」
に
、

「0.370t－
Ｃ
Ｏ
２ /千

kＷ
h

」
を
「0.250t－

Ｃ
Ｏ
２ /千

kＷ
h

」
に
、

「10.78百
万
ト
ン

」
を
「5.9百

万
ト
ン

」
に
改
め
、
「排

出
上
限

目
標
量
は
、

」
の
次
に
「東

京
都
全
体
の
削
減
目
標
と
同
様
に
、

」

を
加
え
、
「0.489t－

Ｃ
Ｏ
２ /千

kＷ
h

」
を
「0.250t－

Ｃ
Ｏ
２ /千

k

Ｗ
h

」
に
、
「お

り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
側
に
よ
る
係
数
改
善
効
果

は
反
映
し
て
い
な
い

」
を
「い

る
」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
一　

三
中
「ま

た
、

」
を
削
り
、
「を

「脱
炭
素
社
会

を
見
据
え
た

『省
エ
ネ
の
継
続

』と
『再

エ
ネ
利
用
拡
大

』の
両
輪

に
よ
り
削
減
を
推
進
す
る
た
め
の
定
着
・
展
開
期

」と
位
置
付
け

」

を
「で

は
、

「2030年
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
フ

」と
そ
の
先
の

「ゼ
ロ
エ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
東
京

」
（2050年

ま
で
の
世
界
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

量
の
実
質
ゼ
ロ
に
貢
献
す
る

）の
実
現
を
見
据
え
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
の
更
な
る
深
掘
り
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
拡
大
に
よ

り

」
に
改
め
、
「た

だ
し
、
第
４
計
画
期
間
の
総
量
削
減
目
標
は
見

通
し
で
あ
り
、
第
４
計
画
期
間
の
開
始
ま
で
に
変
更
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
。

」
を
削
り
、
第
一
編
第
一　

三
㈡
中
「33％

」
を
「48

％

」
に
、
「35％

」
を
「50％

」
に
、
「総

量
削
減
目
標
を
達
成
す

る
た
め
に
既
存
事
業
所
全
体
で
必
要
と
な
る
削
減
に
は
、
基
準
排
出

量
の
変
更
に
伴
う
増
減
量
及
び
優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所

へ
の
認
定
に
よ
る
削
減
義
務
率
の
減
少
に
伴
う
増
加
量
の
た
め
に
用

意
さ
れ
た
量
は
含
ま
な
い

」
を
「既

存
事
業
所
の
総
量
削
減
目
標

は
、
基
準
排
出
量
の
変
更
に
伴
う
増
減
量
及
び
優
良
特
定
地
球
温
暖

化
対
策
事
業
所
へ
の
認
定
に
よ
る
削
減
義
務
率
の
減
少
に
伴
う
増
加

量
を
考
慮
し
て
設
定
し
て
い
る

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
二　

二
㈢
中
「及

び
設
備
保
守
対
策

」
を
「、

設
備
保

守
対
策

」
に
改
め
、
「対

策
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
の
次
に

「及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
脱
炭
素
化
に
向
け
た
取
組

（使
用
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
非
化
石
化
及
び
排
出
係
数
の
低
い
電
気
や
熱
等
の
利
用
等

の
取
組
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
を
加
え
る
。

第
一
編
第
三
の
見
出
し
中
「温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量

」
を
「温

室

効
果
ガ
ス
排
出
量
等

」
に
改
め
、
第
一
編
第
三　

二
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

３　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
非
化
石
燃
料
の
量
の
把
握

指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、
条
例
第
５
条
の
25の

規

定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
内
に
お

け
る
事
業
活
動

（指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
以
外
の
テ
ナ

ン
ト
等
事
業
者
が
行
う
も
の
を
含
む
。

）で
使
用
さ
れ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
非
化
石
燃
料
の
量
を
確
認
し
、
そ
の
推

移
を
継
続
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
把
握
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
非
化
石
燃
料
の
対
象
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
算
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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▷
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も
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。

第
一
編
第
四　

一
㈠
中
「算

定
さ
れ
る
算
定
排
出
削
減
量

」
の
次

に
「並

び
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

」
を
加
え
、
第
一
編
第

四　

一
㈢
中
「第

３
計
画
期
間

」
を
「第

４
計
画
期
間

」
に
、
「第

４
計
画
期
間
に
必
要
と
見
込
ま
れ
る
総
量
削
減
目
標
の
水
準

（第
１

　
３
に
示
す
も
の

）を
勘
案
し
て

」
を
「2050年

の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ

ョ
ン
を
見
据
え
て

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
四　

二
㈠
中
「知

事
が
別
に
示
す
対
策
事
例
集
、

」
を

削
り
、
「第

４
計
画
期
間
に
お
け
る
総
量
削
減
義
務
の
履
行
も
考
慮

し
、
第
４
計
画
期
間
の
総
量
削
減
義
務
の
履
行
の
た
め
に
第
３
計
画

期
間
及
び

」
を
「2050年

の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
見
据
え
て
、

」

に
改
め
、
第
一
編
第
四　

二
㈠
ア
中
「エ

ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
原
単

位

」
の
次
に
「、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
量

」
を
加
え
、
第

一
編
第
四　

二
㈠
イ
ア
中
「省

エ
ネ
ル
ギ
ー

」
の
次
に
「及

び
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
に
関
す
る

」
を
加
え
、
「対

策
事
例
集

」
を

「優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
認
定
基
準
等

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
四　

二
㈡
ア
中
「削

減
し
た
量

」
の
次
に
「に
、
知
事

が
別
に
定
め
る
方
法
で
算
定
す
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

（事
業
所
内
又
は
事
業
所
外
に
設
置
さ
れ
た

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
気
又
は
熱
の
利

用

）の
割
合
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量

」
を
加
え
、
第
一
編
第
四　

二

㈡
エ
中
「環

境
価
値
を

」
の
次
に
「特

定

」
を
加
え
、
第
一
編
第
四

　

二
㈡
オ
ア
中
「電

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（平
成
24年

経
済
産
業
省

令
第
46号

）附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
省
令
附
則
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気
事
業

者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規

則

（平
成
14年

経
済
産
業
省
令
第
119号

）第
１
条
第
２
項
に
規
定

す
る

」
を
「再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
規
則

（平
成
24年

経
済
産
業
省
令
第
46号

）附
則

第
８
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ

ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（平
成
14年

経
済
産

業
省
令
第
119号

。
以
下

「旧
特
別
措
置
法
施
行
規
則

」と
い

う
。

）第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る

」
に
改
め
、
第
一
編
第
四　

二

㈡
オ
イ
中
「熱

量

」
の
次
に
「
（当
該
証
書
の
環
境
価
値
を
用
い
て

直
接
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
か
ら
控
除
し
た
場
合
は
除

く
。

）
」
を
加
え
、
「を
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

」
を
「を

特
定
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量

」
に
、
「第

９
号
第
11条

第
１
項
の
事
業
活
動

対
策
指
針
に
基
づ
く
仕
組
み

」
を
「第

９
号

）第
11条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
仕
組
み

」
に
改
め
、
「県

内
削
減
量

」
の
次
に
「
（規

則
第
４
条
の
11の
２
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

）
」
を

加
え
る
。

第
一
編
第
四　

二
㈢
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

非
化
石
燃
料
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
指
定
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
所
ご
と
に
、
非
化
石
燃
料
の
使
用
の
合
理
化
や
化
石
燃

料
か
ら
非
化
石
燃
料
へ
の
転
換
等
の
対
策
の
計
画
及
び
実
施
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
四　

三
中
「特

定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者

」
を
「指

定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者

」
に
改
め
、
「削

減
義
務
期
間
全
体
の

削
減
義
務
量
を
達
成
す
る
た
め
、

」
を
削
り
、
「エ

ネ
ル
ギ
ー
使
用

に
係
る
原
単
位

」
を
「再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
状
況

」
に
改

め
、
「ま

た
、

」
の
次
に
「特

定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、

」

を
加
え
る
。

第
一
編
第
五　

一
中
「⑴

か
ら
⑺
ま
で

」
を
「⑴

か
ら
⑹
ま
で

」

に
、
「⑻

及
び
⑼

」
を
「⑺

及
び
⑻

」
に
改
め
、
第
一
編
第
五　

一

㈠
中
「第

３
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た

」
を
削
り
、
「温

室
効
果
ガ

ス
排
出
量

」
の
次
に
「、

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
量
及
び
非
化
石
燃
料
の
使
用
量

」
を
加
え
、
第
一
編
第
五

　

一
㈡
中
「第

４　
１
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

」
を
削
り
、
第
一
編

第
五　

一
㈢
中
「第

４　
２
の
規
定
に
よ
り
計
画
し
、
又
は
実
施
し

た

」
を
削
り
、
第
一
編
第
五　

一
㈣
中
「第

２
の
規
定
に
よ
り
整
備

し
た

」
を
「地

球
温
暖
化
の
対
策
の

」
に
改
め
、
第
一
編
第
五　

一

㈥
中
「事

業
所
外
で
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
に
寄
与
す
る

事
業
所
の
取
組
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
少
な
い
製
品
の
開
発
等

事
業
者
と
し
て
実
施
し
た
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
内
容

」
を
「そ

の

他
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
に
寄
与
す
る
取
組

」
に
改
め
、
第

一
編
第
五　

一
㈦
を
削
り
、
第
一
編
第
五　

一
㈧
を
第
一
編
第
五　

一
㈦
と
し
、
第
一
編
第
五　

一
㈨
を
第
一
編
第
五　

一
㈧
と
す
る
。

第
一
編
第
五　

二
㈠
中
「第

４
号

」
を
「第

５
号

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
六　

一
㈡
中
「エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

」
の
次
に
「及

び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
量

」
を
加
え
る
。

第
一
編
第
六　

三
㈠
オ
中
「及

び
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

」

を
「、

当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利

用
量

」
に
改
め
、
第
一
編
第
六　

三
㈢
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

エ　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
受
入
れ
、
証
書
に
よ
る
環
境
価
値
の

利
用
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
係
る
措
置

第
一
編
第
六　

三
㈣
中
「対

策
事
例
集
、

」
を
削
り
、
「低

減
す

る
対
策

」
の
次
に
「、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
受
入
れ
、
証
書
に
よ
る
環
境
価
値
の

利
用
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
係
る
措
置
の
実
施

」
を

加
え
る
。

第
一
編
第
六　

四
中
「⑴

か
ら
⑸
ま
で

」
を
「⑴

か
ら
⑹
ま
で

」
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に
、
「、

⑹
に
掲
げ
る

」
を
「、

⑺
に
掲
げ
る

」
に
改
め
、
第
一
編

第
六　

四
㈥
を
第
一
編
第
六　

四
㈦
と
し
、
第
一
編
第
六　

四
㈤
を

第
一
編
第
六　

四
㈥
と
し
、
第
一
編
第
六　

四
㈣
を
第
一
編
第
六　

四
㈤
と
し
、
第
一
編
第
六　

四
㈢
を
第
一
編
第
六　

四
㈣
と
し
、
第

一
編
第
六　

四
㈡
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
量

第
一
編
第
六　

五
㈡
イ
ア
中
「の

取
組

」
の
次
に
「及

び
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
係
る
措
置
を
実
施

」
を
加
え
、
第
一
編
第

六　

五
㈢
イ
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア　
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る

評
価
基
準
に
よ
り
基
準
年
度
を
設
定
す
る
。

な
お
、
一
度
設
定
さ
れ
た
基
準
年
度
は
、
原
則
毎
年

度
の
評
価
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
六　

五
㈣
中
「標

準
以
上

」
を
「上

位

」
に
、
「及
び

特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
所
の
名
称

」
を
「、

特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業

所
の
名
称
及
び
当
該
特
定
テ
ナ
ン
ト
等
事
業
所
の
排
出
削
減
の
取
組

内
容

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
七　

一
中
「自

動
車
を
除
く

」
の
次
に
「。

以
下
１
に

お
い
て
同
じ

」
を
加
え
、
「努

め
る
も
の
と
す
る
。

」
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
お
い
て
自
動
車
を

使
用
し
て
い
る
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、
知
事
が
別

に
示
す
点
検
表

（以
下
に
お
い
て

「自
動
車
点
検
表

」と
い

う
。

）に
対
策
内
容
等
を
記
載
し
、
第
５　

１
に
規
定
す
る
地

球
温
暖
化
対
策
計
画
書
の
提
出
時
期
に
合
わ
せ
、
知
事
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
編
第
七　

二
中
「
（他

者
の
自
動
車
を
利
用
す
る
量
が
著
し

く
少
な
い
事
業
所
等
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
事
業
所
を
除
く
。

以
下
２
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
削
り
、
第
一
編
第
七　

二
㈠
中

「排
出
量
を
算
定
す
る
基
と
な
る
車
種
、
輸
送
ト
ン
キ
ロ
等
を
記
載

し
た

」
を
「第

５　
１
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
書
に
お

け
る
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

	ー
ン
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
に
貢

献
す
る
取
組
と
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
別

に
定
め
る

」
に
改
め
、
「第
５　

１
に
規
定
す
る

」
を
削
り
、
「も

の
と
す
る

」
を
「こ

と
で
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

」
に
改
め
、

第
一
編
第
七　

二
㈡
中
「知

事
が
別
に
示
す
点
検
表

（以
下
⑵
に
お

い
て

「自
動
車
点
検
表

」と
い
う
。

）
」
を
「自

動
車
点
検
表

」
に

改
め
る
。

第
一
編
第
八　

七
㈠
中
「第

５　
１
⑻
及
び
⑼

」
を
「第

５　
１

⑺
及
び
⑻

」
に
改
め
、
「提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

」
の
次
に
「た

だ
し
、
知
事
が
困
難
と
認
め
る
理
由
で
当
該
期
日
ま
で
に
提
出
で
き

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で

（指
定
相
当

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
事
の
確
認
を
受

け
た
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
日
か
ら
90日

を
経
過

し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で

）に
行
う
も
の
と
す
る
。

」
を

加
え
る
。

第
一
編
第
八　

八
㈣
中
「提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

」
の
次
に

「た
だ
し
、
知
事
が
困
難
と
認
め
る
理
由
で
当
該
期
日
ま
で
に
提
出

で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で

（当
該

特
定
テ
ナ
ン
ト
等
相
当
事
業
者
が
使
用
す
る
指
定
相
当
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
所
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
事
の
確
認
を
受
け
た
年
度
に

あ
っ
て
は
、
当
該
日
と
当
該
確
認
を
受
け
た
日
か
ら
90日

を
経
過
し

た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で

）に
行
う
も
の
と
す
る
。

」
を
加

え
る
。

第
二
編
第
一　

二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３　
地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
制
度
の
強
化

令
和
４
年
９
月
策
定
の

「東
京
都
環
境
基
本
計
画

」に
お
い

て
、

「2050年
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
東
京
の
実
現
を
見
据
え
、

2030年
ま
で
に
都
内
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
2000年

比
で
50

％
削
減

（2030年
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
フ

）す
る

」た
め
、
産
業

・

業
務
部
門
で
の

「エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
2000年

比
約
35％

削

減

」と

「再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
割
合
50％

程
度

」を
目

標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

　

2030年
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
フ
実
現
に
向
け
た
着
実
な
取
組
を
促

進
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
報
告
書
制
度
に
お
い
て
も
、

新
た
に

「2030年
度
の
達
成
水
準

」を
設
定
し
、
報
告
・
公

表
・
評
価
の
拡
充
に
よ
り
、
令
和
７
年
度
か
ら
制
度
を
強
化
す

る
。

⑴　
2030年

度
の
達
成
水
準

知
事
は
、
2030年

カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
フ
実
現
に
向
け
た
更
な

る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
拡
大

の
た
め
、
事
業
者
が
達
成
す
べ
き
水
準
で
あ
る
2030年

度
の

達
成
水
準
を
定
め
る
。

事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
達
成
水
準
を
踏
ま
え
、
自
ら
目
標

と
計
画
を
策
定
し
、
毎
年
度
、
そ
の
取
組
状
況
を
知
事
へ
報

告
す
る
も
の
と
す
る
。

2030年
度
の
達
成
水
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
３
に
掲
げ

る
と
お
り
で
あ
り
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
取
組
に
つ
い
て

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
の
削
減
率
等
を
示
し
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
電
気
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来
電
気

（以
下

「再
エ
ネ
電
気

」

と
い
う
。

）の
割
合
等
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
各々

に
お
い
て

「事
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業
者
の
取
組

」と

「事
業
所
の
取
組

」の
２
つ
を
設
定
す

る
。
事
業
者
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
の
各々

に
お
い
て

「事
業
者
の
取
組

」又
は

「事

業
所
の
取
組

」の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
、
自
ら
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
の
目
標
・
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑵

　

報
告
・
公
表
・
評
価
の
拡
充

2030年
度
の
達
成
水
準
を
踏
ま
え
、
事
業
者
が
自
ら
策
定

し
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
や
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に

関
す
る
目
標
・
計
画
や
そ
の
達
成
状
況
、
及
び
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
係
る
具
体
的
な
取
組
状
況
な
ど
報
告
項
目

を
拡
充
す
る
。
報
告
さ
れ
た
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
報

告
義
務
の
あ
る
事
業
者
に
よ
る
公
表
を
引
き
続
き
求
め
、
対

象
項
目
を
拡
充
す
る
。
知
事
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
は
、
対

象
項
目
の
拡
充
と
と
も
に
、
第
三
者
に
も
制
度
全
体
の
取
組

状
況
等
を
分
か
り
や
す
く
、
利
便
性
を
高
め
て
公
表
す
る
よ

う
努
め
る
。

報
告
内
容
に
基
づ
く
、
事
業
者
の
取
組
状
況
に
対
す
る
知

事
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
取
引
先
等
の
第
三

者
に
も
分
か
り
や
す
く
工
夫
す
る
な
ど
、
2030年

カ
ー
ボ
ン

ハ
ー
フ
に
向
け
た
早
期
の
取
組
な
ど
事
業
者
の
積
極
的
な
取

組
を
後
押
し
し
て
い
く
。

ま
た
、
報
告
内
容
に
基
づ
く
、
事
業
所
等
に
お
け
る
対
策

状
況
に
対
す
る
知
事
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
等

ご
と
に
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
関
す
る
３
つ
の
指
標
を

活
用
し
た
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト
の
提
供
な
ど
、
対
策
状
況
の

更
な
る
見
え
る
化
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
所
等
の
業
種
区

分
別
の
取
組
状
況
が
把
握
で
き
る
よ
う
、
新
た
に
、
カ
ー
ボ

ン
レ
ポ
ー
ト
の
参
考
情
報
等
の
公
表
を
行
う
。

さ
ら
に
、
優
れ
た
対
策
を
実
施
す
る
事
業
所
等
に
対
し

て
、
知
事
が
モ
デ
ル
ビ
ル
と
し
て
認
定
・
公
表
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
事
業
所
等
の
後
押
し

や
、
こ
れ
ら
モ
デ
ル
ビ
ル
の
対
策
事
例
を
参
考
に
す
る
な
ど

都
内
中
小
規
模
事
業
所
の
対
策
の
底
上
げ
に
つ
な
げ
て
い

く
。

第
二
編
第
四
中
「こ

の
た
め

」
の
次
に
「、

中
小
規
模
事
業
所
に

お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
は

」
を
加
え
、
「実

施
す
る
こ
と

で

」
を
「実

施
す
る
な
ど
、
自
ら
策
定
す
る
目
標
と
計
画
に
基
づ

き
、

」
に
改
め
、
第
二
編
第
四　

一
及
び
第
二
編
第
四　

二
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

１　
事
業
所
等
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
・
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
に
係
る
目
標
の
設
定

⑴

　

目
標
を
定
め
る
範
囲

事
業
者
は
、
条
例
第
８
条
の
23第
１
項
第
２
号
の
規
定
に

よ
り
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
係
る
2030年

度
の
達
成
水
準
を

踏
ま
え
、
自
ら
の
目
標
と
そ
の
達
成
に
向
け
た
計
画
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

⑵

　

目
標
年
度

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

に
係
る
2030年

度
の
達
成
水
準
を
踏
ま
え
、
事
業
者
が
自
ら

策
定
す
る
目
標
年
度
は
、
令
和
12

（2030

）年
度
実
績
ま
で

と
す
る。

⑶

　

目
標
設
定

事
業
者
が
策
定
す
る
目
標
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
2030

年
度
の
達
成
水
準
以
上
の
目
標
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る。

２　
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
計
画
及
び
実
施

条
例
第
８
条
の
23第
３
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
の
対
策

は
、
⑴
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

（別
表
第
１
の
第
３
の
部
か
ら

第
５
の
部
ま
で
の
表
に
掲
げ
ら
れ
た
対
策

）、
⑵
の
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
及
び
⑶
の
先
進
的
取
組
に
分
類
さ
れ
る
。

事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
対
策
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
よ
り
効

果
的
な
対
策
を
選
択
し
、
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
が
着
実
に
削
減
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る。

ま
た
、
⑶
に
掲
げ
る
先
進
的
取
組
と
し
て
知
事
が
別
に
示
す

対
策
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
は
積
極
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

⑴

　

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
分
類
	

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
３
つ
に
分

類
さ
れ
る
。
	

ア　
運
用
対
策
	

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
無
駄
を
減
ら
し
て
い
く
基
礎

的
か
つ
日
常
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
で
あ
る
。
新
た
な

投
資
を
必
要
と
せ
ず
、
設
備
の
運
転
管
理
担
当
者
に
よ
る

設
備
の
運
転
方
法
の
改
善
又
は
設
備
・
機
器
等
を
使
用
す

る
従
業
員
の
使
用
方
法
の
工
夫
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
を
抑
制
す
る
。
そ
の
た
め
、
不
要
時
に
お
け
る
照
明
の

消
灯
及
び
事
務
機
器
の
節
電
、
気
候
に
応
じ
た
着
衣
の
工

夫
な
ど
、
従
業
員
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
対
す
る
意
識

及
び
行
動
が
、
そ
の
効
果
に
大
き
く
影
響
す
る
対
策
で
あ

る
。
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イ　
設
備
保
守
対
策
	

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
量
の
無
駄
を
設
備
の
面
か
ら
減

ら
し
て
い
く
対
策
で
、
長
期
間
の
設
備
の
使
用
に
よ
る
汚

れ
の
清
掃
、
経
年
劣
化
し
た
消
耗
品
の
交
換
等
に
よ
り
、

設
備
の
機
能
を
維
持
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
使
用
頻
度
を

考
慮
し
て
保
守
期
間
を
定
め
、
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と

が
、
そ
の
効
果
を
持
続
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
	

ウ　
設
備
導
入
対
策
	

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
設
備
の
よ
り
高
効
率
な
設
備
へ
の
更

新
、
設
備
の
効
率
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
新
た
な
設
備

の
導
入
を
実
施
す
る
対
策
で
あ
る
。
	

設
備
の
導
入
に
当
た
り
、
投
資
を
伴
う
も
の
で
あ
る
た

め
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果
、
採
算
性
な
ど
を
検
討
し
、
運

用
対
策
及
び
保
守
対
策
を
十
分
に
実
施
し
た
上
で
、
設
備

の
交
換
時
期
又
は
事
業
所
等
の
改
修
に
併
せ
て
実
施
し
て

い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
設
備
等
を
新
規
設

置
す
る
場
合
に
は
、
事
業
所
等
に
適
し
た
高
効
率
な
も
の

の
導
入
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
つ
い
て
は
、
2030年

度
の

達
成
水
準
と
し
て
、
別
表
３
に
掲
げ
る
事
業
者
が
使
用
す
る

電
気
に
お
け
る
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
割
合
に
つ
い
て
目
指
す

も
の
で
あ
り
、
再
エ
ネ
電
気
は
、
事
業
者
の
調
達
方
法
等
に

よ
り
、
大
き
く
分
け
て
次
の
４
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

ア　
オ
ン
サ
イ
ト
再
エ
ネ
電
気

事
業
所
等
の
所
在
地
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電

設
備
を
設
置
し
、
自
家
発
電
・
自
家
消
費

イ　
オ
フ
サ
イ
ト
再
エ
ネ
電
気

事
業
所
等
の
所
在
地
外
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発

電
設
備
を
設
置
し
、
自
己
託
送
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
Ｐ
Ｐ
Ａ

（バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
含
む
。

）等
の
長
期
契
約
に
よ

る
再
エ
ネ
電
気
の
調
達
・
使
用

ウ　
小
売
電
気
事
業
者
か
ら
調
達
し
た
再
エ
ネ
電
気

小
売
電
気
事
業
者
か
ら
再
エ
ネ
電
気
を
調
達
・
使
用

エ

	

　
再
エ
ネ
由
来
の
証
書
に
よ
る
環
境
価
値
の
充
当
に
よ
る

再
エ
ネ
電
気

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
起
源
の
証
書

（グ
リ
ー
ン
電

力
証
書
、
グ
リ
ー
ン
熱
証
書
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
非
化
石
証
書
、
非

Ｆ
Ｉ
Ｔ
非
化
石
証
書

（再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
指
定

）
）

に
よ
る
環
境
価
値
の
充
当

な
お
、
環
境
価
値
の
充
当
を
認
め
る
証
書
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
一
定
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑶

　

先
進
的
取
組

先
進
的
取
組
と
は
、
2030年

よ
り
も
先
の
、
2050年

ゼ
ロ

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
最
新
技
術
等
を
活
用
し
た
、
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
・
設
備
や
オ
ン
サ
イ
ト
・
オ
フ
サ
イ
ト
に

お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
機
器
・
設
備
な
ど
、
知

事
が
別
に
定
め
る
設
備
導
入
対
策
と
す
る
。

な
お
、
2030年

度
実
績
に
お
い
て
、
2030年

度
の
達
成
水

準
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
知
事
が
別
に
定
め

る
一
定
の
水
準
ま
で
到
達
し
、
か
つ
、
2030年

度
の
実
績
報

告
を
行
う
全
事
業
所
の
過
半
数
の
事
業
所
に
お
い
て
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
係
る
先
進

的
取
組
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及

び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
2030年

度
の
水
準
を
達
成

相
当
と
み
な
す
。

第
二
編
第
四　

三
中
「評

価

」
を
「点

検

」
に
改
め
、
第
二
編
第

四　

三
㈠
中
「す

る
た
め
の

」
の
次
に
「2030年

度
の

」
を
加
え
、

第
二
編
第
四　

三
㈣
中
「及

び

」
の
次
に
「継

続
的
な

」
を
加
え
、

「４
に
規
定
す
る
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
用
い
て
設
定
す
る
な
ど
、
具
体

的
で
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
効
果
の
評
価
を
行
い
や
す
い
も
の
を
設

定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た

」
を
「2030年

度
の
達
成
水
準

を
踏
ま
え
て
設
定
し

」
に
改
め
、
「及

び
改
善

」
を
削
り
、
「し

て

い
る
か
を
点
検
す
る
よ
う

」
を
「す

る
よ
う
継
続
的
な
改
善
に

」
に

改
め
る
。

第
二
編
第
四　

四
及
び
第
二
編
第
四　

五
を
削
る
。

第
二
編
第
五　

一
㈡
ア
中
「作

成
対
象

」
の
次
に
「
（以

下

「義

務
提
出
事
業
者

」と
い
う
。

）
」
を
加
え
、
第
二
編
第
五　

一
㈡
イ

中
「作

成
対
象

」
の
次
に
「
（以

下

「任
意
提
出
事
業
者

」と
い

う
。

）
」
を
加
え
る
。

第
二
編
第
五　

二
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等

（地
球
温
暖

化
対
策
事
業
者

（条
例
第
８
条
の
23第
１
項
に
基
づ
き
報
告
書
を
提

出
す
べ
き
義
務
が
あ
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）及
び
条
例

第
８
条
の
23第
２
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
を
「義

務
提
出
事
業
者
及
び
任
意
提
出
事

業
者

」
に
改
め
る
。

第
二
編
第
五　

四
の
見
出
し
中
「目

標

」
の
次
に
「・

計
画
の

」

を
加
え
、
第
二
編
第
五　

四
㈠
の
見
出
し
中
「目

標

」
の
次
に
「・

計
画
の

」
を
加
え
、
第
二
編
第
五　

四
㈠
中
「地

球
温
暖
化

」
を

「2030年
度
の
達
成
水
準
を
踏
ま
え
、
地
球
温
暖
化

」
に
改
め
、

「推
進
す
る
た
め
の
目
標

」
の
次
に
「・

計
画

」
を
加
え
、
「提

出

年
度
に
設
定
し
た

」
を
「2030年

度
の

」
に
、
「記

載
し
て
報
告
す

る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
し
、
知
事
へ
報
告
す
る
も
の
と
す

る

」
に
、
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
は
、
別
表
第
１

」
を
「事
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業
者
等
は
、
別
表
第
１

」
に
、
「、

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
状
況
の

把
握
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

（運
用
対
策
、
設
備
保
守
対
策
及
び

設
備
導
入
対
策

）の
う
ち
、
都
が
特
に
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
対

策
と
し
て
示
す
対
策

（以
下

「重
点
対
策

」と
い
う
。

）に
つ
い
て

は
、
実
施
に
向
け
た
検
討
を
十
分
に
行
い
、
特
に
積
極
的
に
選
択
し

て
実
施
す
る
よ
う

」
を
「に

つ
い
て

」
に
、
「重

点
対
策
に
つ
い
て

は

」
を
「組

織
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は

」
に
、
「重

点
対
策
以
外

に
取
り
組
ん
だ
別
表
第
１
に
掲
げ
ら
れ
た

」
を
「そ

の
他
、
独
自
に

設
定
し
た
二
酸
化
炭
素
の
削
減
目
標
や
実
施
し
た

」
に
改
め
、
「重

点
対
策
と
併
せ
て
、

」
を
削
り
、
「記

載
し
て

」
を
「記

載
し
、
知

事
へ

」
に
改
め
、
「ま

た
、
重
点
対
策
の
レ
ベ
ル

（報
告
書
の
提
出

回
数
に
応
じ
て
都
が
設
定
し
た
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
が
取
り

組
む
べ
き
重
点
対
策
の
水
準
を
い
う
。

）へ
の
適
合
状
況
を
、
報
告

書
に
記
載
し
て
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
を
削
る
。

第
二
編
第
五　

四
㈡
の
見
出
し
中
「目

標

」
の
次
に
「・

計
画

の

」
を
加
え
、
第
二
編
第
五　

四
㈡
中
「地

球
温
暖
化

」
を
「2030

年
度
の
達
成
水
準
を
踏
ま
え
、
地
球
温
暖
化

」
に
改
め
、
「推

進
す

る
た
め
の
目
標

」
の
次
に
「・

計
画

」
を
加
え
、
「地
球
温
暖
化
対

策

」
を
削
り
、
「提

出
年
度
に
設
定
し
た
目
標
及
び
そ
の
内
容
並
び

に
実
績
年
度
に
設
定
し
た
目
標
に
対
す
る
達
成
状
況

」
を
「実

績
年

度
の
計
画
等
に
対
す
る
取
組
状
況

」
に
、
「記

載
し
て

」
を
「記

載

し
、
知
事
へ

」
に
、
「こ

と
が
で
き
る

」
を
「も

の
と
す
る

」
に
改

め
、
第
二
編
第
五　

四
㈡
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
球
温
暖
化
の
対
策
は
、
別
表
第
１
に
掲
げ
ら
れ
た
組
織
体
制

の
整
備
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
状
況
の
把
握
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
対
策

（運
用
対
策
、
設
備
保
守
対
策
及
び
設
備
導
入
対
策

）及

び
知
事
が
別
に
定
め
る
先
進
的
取
組
と
す
る
。
事
業
者
は
、
実
績

年
度
に
実
施
し
た
こ
れ
ら
の
地
球
温
暖
化
の
対
策
に
つ
い
て
は
報

告
書
に
記
載
し
、
知
事
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
編
第
五　

五
を
削
る
。

第
二
編
第
五　

六
中
「と

お
り
と
す
る
。

」
の
次
に
「具
体
的
な

項
目
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

」
を
加
え
、
第
二
編
第
五　

六
㈠

及
び
第
二
編
第
五　

六
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴

　

事
業
者
に
関
し
て
記
載
す
る
事
項

ア　
事
業
者
の
情
報

イ　
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
の
状
況
等

ウ　
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
状
況

エ　
2030年

度
に
向
け
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
取
組
状
況

オ　
2030年

度
に
向
け
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
取

組
状
況

カ　
取
組
方
針
・
組
織
体
制
等

⑵

　

個々
の
事
業
所
等
に
関
し
て
記
載
す
る
事
項

　

ア　
事
業
所
等
の
情
報

イ　
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
及
び
二
酸
化
炭
素
排
出
の
状
況
等

ウ　
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
状
況

エ　
上
下
水
道
の
使
用
状
況

オ　
温
暖
化
対
策
の
実
施
状
況

第
二
編
第
五　

六
を
第
二
編
第
五　

五
と
し
、
第
二
編
第
五　

五

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６　
報
告
書
の
提
出
	

報
告
書
の
提
出
は
、
規
則
第
５
条
の
19及

び
次
に
掲
げ
る
と

お
り
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴　
複
数
の
事
業
所
等
を
設
置
す
る
事
業
者
は
、
本
社
等
に
お

い
て
各
事
業
所
等
の
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
、
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

⑵　
事
業
者
は
、
原
則
、
知
事
が
提
供
す
る
報
告
用
の
電
磁
的

記
録
に
よ
り
報
告
書
を
作
成
し
、
知
事
へ
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

⑶　
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
資
料

等
を
報
告
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ア　
第
３　

２
⑵
イ
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
種
別
ご
と

の
使
用
量
の
推
計
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
根
拠
と
な
る
計

算
結
果
及
び
資
料
等

イ　
そ
の
他
、
地
球
温
暖
化
の
対
策
に
関
し
て
知
事
が
必
要

と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
資
料
等

第
二
編
第
五　

七
を
削
る
。

第
二
編
第
五　

八
中
「当

該
年
度
の
実
績
を
記
載
す
る

」
を
「当

該
年
度
実
績
に
関
す
る

」
に
改
め
、
「報

告
書
を

」
の
次
に
「知

事

に

」
を
加
え
、
「提

出
し
た
後
、
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り、

当
該
事
業
者
が
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
義
務
の
要
件
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
旨
の
確
認
の
通
知
を
知
事
か
ら
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

翌
年
度
か
ら
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
す
る

」

を
「提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

八
の

後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
報
告
を
受
け
、
知
事
が
、
当
該
事
業
者
が
義
務
提
出
事
業
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業

者
へ
通
知
す
る
。
当
該
事
業
者
は
、
そ
の
翌
年
度
か
ら
報
告
書
を
提

出
す
べ
き
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
編
第
五　

八
た
だ
し
書
中
「そ

の
後
の
年
度
に
お
い
て

」
を

「当
該
事
業
者
は
、
そ
の
翌
年
度
以
降

」
に
改
め
る
。

第
二
編
第
五　

九
の
見
出
し
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者

」
を

「事
業
者

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

九
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事

業
者

」
を
「義

務
提
出
事
業
者

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

九
㈠
中

「公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
の
次
に
「主

な

」
を
加
え
、
「、
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６
⑴
ア
、
ク
及
び
ケ
並
び
に
６
⑵
ア
か
ら
ウ
ま
で
ソ
、
タ
及
び
ツ

」

を
「５

⑴
エ
及
び
オ
、
事
業
所
等
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
５

⑵
イ
及
び
オ
で
あ
り
、
具
体
的
な
公
表
項
目
に
つ
い
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
も
の

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

九
を
第
二
編
第
五　

七
と
す
る
。

第
二
編
第
五　

十
を
削
る
。

第
二
編
第
五　

十
一
中
「知

事
は

」
を
「条

例
第
８
条
の
25に

基

づ
き
、
知
事
は

」
に
、
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等

」
を
「報

告

書
を
提
出
し
た
事
業
者

」
に
改
め
、
「ま

た

」
の
次
に
「、

知
事

は
、
必
要
に
応
じ
て

」
を
加
え
、
「を

実
施
し
て
、
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
者
等
が
地
球
温
暖
化
の
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
支
援

」
を

「事
業
者
の
取
組
を
促
進
す
る
た
め
の
情
報
提
供
等

」
に
改
め
、
第

二
編
第
五　

十
一
を
第
二
編
第
五　

九
と
す
る
。

第
二
編
第
五　

十
二
の
見
出
し
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者

等

」
を
「事

業
者

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

十
二
㈠
の
見
出
し
中

「地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者

」
を
「事

業
者

」
に
改
め
、
第
二
編
第

五　

十
二
㈠
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者

」
を
「条
例
第
９
条
第

１
項
に
基
づ
き
、
義
務
提
出
事
業
者

」
に
改
め
、
第
二
編
第
五　

十

二
㈡
の
見
出
し
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等

」
を
「事

業
者

」

に
改
め
、
第
二
編
第
五　

十
二
㈡
中
「地

球
温
暖
化
対
策
事
業
者

等

」
を
「条

例
第
９
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
事
業
者

」
に
、
「技

術

的
か
つ
経
済
的
に
実
施
可
能
な
重
点
対
策
を
実
施
し
な
い
場
合
、
報

告
書
の
適
正
な
作
成
又
は
公
表
を
行
わ
な
い
場
合
な
ど

」
を
「知

事

に
よ
る
指
導
及
び
助
言
に
従
わ
ず
、
本
指
針
に
照
ら
し
て

」
に
、

「推
進
が
、
こ
の
指
針
に
照
ら
し
て

」
を
「取

組
が

」
に
、
「あ

り、
か
つ
、
11に

基
づ
く
指
導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
な
理

由
な
く
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
知
事
は
、
専
門
的
知
識
を
有
す

る
者
の
意
見
を
聴
い
て

」
を
「あ

る
と
き
は

」
に
改
め
、
第
二
編
第

五　

十
二
を
第
二
編
第
五　

十
と
す
る
。

第
二
編
第
六
を
第
二
編
第
七
と
し
、
第
二
編
第
五
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

第
６　

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
の
取
組
の
公
表
等

１　
知
事
に
よ
る
公
表

⑴　
公
表
項
目

条
例
第
８
条
の
24第
２
項
及
び
規
則
第
５
条
の
21第
２
項

に
基
づ
き
、
知
事
が
公
表
す
る
事
項
は
、
５
⑴
ア
か
ら
ウ
ま

で
、
及
び
、
カ
か
ら
ト
ま
で
、
及
び
ニ
、
並
び
に
５
⑵
ア
か

ら
ウ
ま
で
、
及
び
オ
、
及
び
テ
か
ら
ナ
ま
で
、
及
び
ネ
と
す

る
。

⑵　
公
表
方
法

知
事
に
よ
る
公
表
は
、
規
則
第
５
条
の
21第
２
項
に
定
め

る
以
下
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
地
球
温
暖
化
の
対
策
に
積
極
的
に
取

り
組
む
事
業
者
を
後
押
し
す
る
た
め
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化

な
ど
第
三
者
に
も
分
か
り
や
す
く
利
便
性
を
高
め
て
実
施
す

る
。

ア　
知
事
が
別
に
定
め
る
日
及
び
時
間
に
お
け
る
環
境
局
で

の
閲
覧

イ　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表

２　
事
業
者
の
取
組
に
対
す
る
知
事
に
よ
る
評
価
・
公
表

⑴　
目
的2030年

以
前
に
、
2030年

度
の
達
成
水
準
に
取
組
レ
ベ

ル
が
到
達
し
た
事
業
者
を
知
事
が
評
価
・
公
表
す
る
こ
と

で
、
事
業
者
の
早
期
の
積
極
的
な
取
組
を
後
押
し
し
、

2030年
カ
ー
ボ
ン
ハ
ー
フ
に
向
け
た
着
実
な
取
組
を
促

す
。

⑵　
基
本
方
針

ア　
事
業
者
が
、
2030年

度
実
績
よ
り
以
前
に
、
知
事
が
定

め
る
2030年

度
の
達
成
水
準
へ
到
達
し
た
場
合
に
優
良
事

業
者
と
し
て
評
価
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に

係
る
事
業
者
が
選
択
し
た

「事
業
者
の
取
組

」又
は

「事

業
所
の
取
組

」の
ど
ち
ら
か
の
達
成
水
準
に
到
達
し
て
い

る
も
の
と
す
る
。

イ　
ア
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
の
２
点
に
つ
い
て
、
同
年
度
実
績
で
2030年

度
の
達

成
水
準
に
到
達
し
た
場
合
は
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減

に
お
い
て
も
優
良
事
業
者
と
し
て
評
価
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

ウ　
さ
ら
に
、
過
半
数
の
事
業
所
等
に
お
い
て
、
知
事
が
別

に
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
又
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
に
関
す
る
先
進
的
取
組
を
実
施
す
る
事
業
者
は
、

上
位
の
優
良
事
業
者
と
し
て
評
価
を
受
け
る
も
の
と
す

る
。

エ　
ウ
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
の
２
点
に
つ
い
て
、
同
年
度
実
績
で
上
位
の
優
良
事

業
者
と
し
て
評
価
を
受
け
た
場
合
は
、
二
酸
化
炭
素
の
排

出
削
減
に
お
い
て
も
上
位
の
優
良
事
業
者
と
し
て
評
価
を

受
け
る
も
の
と
す
る。

オ　
ア
か
ら
エ
ま
で
の
知
事
に
よ
る
評
価
結
果
に
つ
い
て

は
、
第
三
者
に
も
分
か
り
や
す
く
毎
年
度
、
都
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
等
で
公
表
し
て
い
く
と
と
も
に
、
該
当
事
業
者

が
取
引
先
等
に
積
極
的
な
取
組
が
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
よ

う
、
優
良
事
業
者
等
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
知
事
が
設
定
す
る
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な
ど
効
果
的
な
公
表
に
努
め
て
い
く。

⑶　
評
価
基
準

ア　
知
事
は
、
報
告
書
を
提
出
し
た
事
業
者
ご
と
の
実
績
に

つ
い
て
評
価
を
行
う
。

イ　
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
実
績
に
つ
い
て
事
業

者
に
確
認
す
る
。

ウ　
評
価
の
基
準
及
び
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

３　
事
業
所
等
に
対
す
る
評
価
・
公
表

⑴　
目
的

知
事
は
、
事
業
所
等
に
お
い
て
も
、
2030年

度
の
達
成
水

準
に
向
け
て
着
実
な
取
組
を
促
し
て
い
く
た
め
、
そ
の
取
組

状
況
を
評
価
・
公
表
す
る
。

毎
年
度
の
事
業
所
等
ご
と
の
対
策
及
び
取
組
状
況
に
つ
い

て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
割
合
等
、

及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
の
３
点
か
ら
、
指
標
を
設
定

し
、
達
成
水
準
レ
ベ
ル
と
の
比
較
に
よ
り
、
取
組
状
況
を

「見
え
る
化

」す
る
こ
と
で
、
積
極
的
な
取
組
を
後
押
し
し

て
い
く
。

⑵　
基
本
方
針

ア　
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
等

知
事
は
、
事
業
活
動
の
内
容
等
に
応
じ
た
業
種
区
分
を

設
定
し
、
そ
の
区
分
に
属
す
る
事
業
所
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使

用
、
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
割
合
等
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排

出
削
減
の
３
点
に
つ
い
て
指
標

（以
下
、

「ベ
ン
チ
マ
ー

ク
等

」と
い
う
。

）を
作
成
す
る
。
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
等
を

活
用
し
て
達
成
水
準
レ
ベ
ル
と
の
比
較
に
よ
り
取
組
状
況

を

「見
え
る
化

」す
る
。

イ　
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト

知
事
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
等
が
適
用
で
き
る
事
業
所
等

に
つ
い
て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
再
エ
ネ
電
気
の
使
用

割
合
等
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
の
３
点
か
ら
、
そ

の
取
組
状
況
を
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め
、
公

表
す
る
。

ウ　
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト
の
参
考
情
報

知
事
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
等
が
適
用
で
き
る
事
業
所
等

に
つ
い
て
、
都
内
全
体
の
取
組
状
況
を
把
握
で
き
る
よ
う、

業
種
区
分
ご
と
の
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
参
考
情

報
を
公
表
す
る
。

エ　
最
新
実
績
値
の
情
報
提
供

知
事
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
等
が
適
用
で
き
る
事
業
所
等

に
つ
い
て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
、
再
エ
ネ
電
気
の
使
用

割
合
等
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
の
３
点
の
最
新
実

績
値

（エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
原
単
位
、
再
エ
ネ
電
気
の
利
用

割
合
等
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
原
単
位

）等
に
関
す
る

情
報
を
提
供
す
る
。

⑶　
評
価
基
準

ア　
知
事
は
、
報
告
書
を
提
出
し
た
事
業
所
等
ご
と
の
実
績

に
つ
い
て
評
価
を
行
う
。

イ　
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
実
績
に
つ
い
て
事
業

所
等
に
確
認
す
る
。

ウ　
評
価
の
基
準
及
び
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

４　
脱
炭
素
化
モ
デ
ル
ビ
ル
事
業

⑴　
目
的

知
事
は
、
2030か

ら
先
の
、
2050年

ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

に
つ
な
が
る
取
組
を
後
押
し
す
る
た
め
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
、
再
エ
ネ
電
気
の
使
用
割
合
等
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出

削
減
の
３
点
に
お
い
て
、
優
れ
た
対
策
等
を
実
施
す
る
中
小

規
模
事
業
所
を
脱
炭
素
化
モ
デ
ル
ビ
ル
と
し
て
、
評
価
・
公

表
を
行
う
。

ま
た
、
知
事
は
こ
れ
ら
の
脱
炭
素
化
モ
デ
ル
ビ
ル
の
優
れ

た
対
策
等
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
中
小
規
模
事
業
所
全
体
の

温
暖
化
の
対
策
の
底
上
げ
を
促
進
し
て
い
く
。

⑵　
基
本
方
針

平
成
25年

度
か
ら
実
施
し
た
低
炭
素
モ
デ
ル
ビ
ル
事
業
を

踏
ま
え
、
カ
ー
ボ
ン
レ
ポ
ー
ト
に
適
合
す
る
事
業
所
等
を
対

象
と
す
る
。

⑶　
評
価
基
準

ア　
知
事
は
、
優
れ
た
対
策
等
を
実
施
す
る
事
業
所
等
に
つ

い
て
評
価
を
行
う
。

イ　
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
取
組
に
つ
い
て
事
業

所
等
に
確
認
す
る
。

ウ　
評
価
の
基
準
及
び
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(
４

)
 
従

業
員

の
育

成
・

啓
発

  

ア
 
従

業
員
に

、
都
が

示
す

重
点

対
策

そ
の
他

の
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

推
進
す

る
取
組

方
法

等
の

情
報

提
供

を
実

施
す

る
こ

と
。

  

イ
 
地

球
温
暖

化
の

対
策

の
提
案

制
度

な
ど
、
従

業
員

の

自
発

的
な

工
夫

を
生

か
す

体
制

を
構
築

す
る

こ
と

。
  

ウ
 
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

推
進

す
る

担
当

者
の

知
識

及
び

技
能

を
高

め
る

た
め

、
外

部
研

修
へ

の
参

加
を

奨
励

す
る

と
と

も
に

、
研

修
で

得
た

知
識

を
他

の
従

業
員

に
広

め
る

取
組

を
実

施
す

る
こ
と

。
  

(
５

)
 
優

良
事

例
の

共
有

化
  

ア
 
地

球
温

暖
化

の
対

策
の

取
組

に
お

け
る

事
業

所
内

外
の

優
良

事
例

の
情

報
収

集
を

実
施
す

る
こ

と
。

  

イ
 
優

良
事
例

に
つ

い
て

は
、
イ

ン
ト
ラ

ネ
ッ

ト
、
研
修

会
、

表
彰

そ
の

他
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ツ
ー

ル
を

活
用

し
て

、
全

社
で

共
有

す
る

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
。

  

ウ
 
従

業
員

の
現

場
経

験
を

生
か

し
た

実
践

的
な

地
球

温
暖

化
の

対
策

を
構

築
す

る
た

め
に

、
本

社
・

支
社

等
に

お
け

る
取

組
を

発
表

す
る

機
会

を
設

け
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、
取
組

事
例

を
全
社

で
共

有
す
る

こ
と

。 
 

２
 
支
社

等
  

(
１

)
 
責

任
者

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
発

揮
  

ア
 
本

社
等
が

定
め

た
方

針
及
び

取
組
目

標
を

踏
ま

え
、

支
社

等
に

お
け

る
よ

り
具

体
的

な
方

針
及

び
取

組
目

標
を

設
定

す
る

こ
と

。
  

イ
 
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

推
進

す
る

組
織

又
は

責
任

者
を

設
置

し
、

役
割

分
担

及
び

責
任

の
所

在
を

明
確

化
す

る
こ

と
。

  

(
２

)
 
推

進
体

制
の

整
備

  
ア

 
責

任
者

が
定

め
た

方
針

の
下

に
支

社
等

に
お

け
る

具
体

的
な

取
組

目
標

及
び

取
組

内
容

を
、

推
進

担
当

者
(
部
署

)
が
設

定
す

る
こ

と
。

  

イ
 
支

社
等

内
に

地
球

温
暖

化
の

対
策

を
推

進
す

る
委

員
会

を
設

置
す

る
な

ど
推

進
体

制
を

整
備

す
る

こ

と
。

  

ウ
 
イ

で
整
備

し
た

推
進

体
制
の

下
で
、
ア

で
設

定
し

た

取
組

目
標

及
び

取
組

状
況

を
点

検
し

、
必

要
に

応
じ

て
取

組
内

容
を

改
善

す
る

こ
と

。
  

エ
 
支

社
等
ご

と
に
、
温
室

効
果

ガ
ス
の

排
出

状
況

を
把

別
表

第
１

 
事

業
所

等
に

お
け

る
地
球

温
暖

化
の

対
策

 

第
１

 
組

織
体

制
の

整
備

 

対
策

分
類

 
対

策
内
容
 

実
施

主
体

 
対

策
項
目
 

１
 
本
社

等
 

(
１

)
 
統

括
す

る
立

場
に

あ
る

者
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

発
揮
 

ア
 
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

推
進

す
る

た
め

の
方

針
を

設
定

す
る

こ
と

。
  

イ
 
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

推
進

す
る

組
織

又
は

責
任

者
を

設
置

し
、

役
割
分

担
及
び

責
任

の
所

在
を

明
確

化
す

る
こ

と
。

  

(
２

)
 
推

進
体

制
の

整
備
 

ア
 
事

業
所

等
に

お
い

て
地

球
温

暖
化

の
対

策
を

統
括

す
る

立
場

に
あ

る
者
が

定
め
た

方
針

の
下

に
、

具
体

的
な

取
組

目
標

及
び

取
組

内
容

を
設
定

す
る

こ
と

。
  

イ
 
事

業
所

内
に

地
球

温
暖

化
の

対
策

を
推

進
す

る
組

織
や

横
断

的
な

委
員
会

を
設
置

す
る

な
ど

推
進

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。
 

ウ
 
イ

で
整
備

し
た

推
進

体
制
の

下
で

、
ア

で
設

定
し

た

目
標

及
び

取
組

状
況
を

点
検
し

、
必

要
に

応
じ

て
取

組
内

容
を

改
善

す
る

こ
と

。
 
 

エ
 
事

業
所

等
ご

と
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
状

況
等

を
把

握
す

る
た

め
、
必

要
に
応

じ
、

支
社

等
を

支
援

す
る

こ
と

。
  

オ
 
把

握
し

た
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

状
況

等
に

つ
い

て
、

整
理

及
び

分
析
を

行
い
、

そ
の

結
果

を
各

事
業

所
等

へ
情

報
提

供
す
る

な
ど
事

業
者

全
体

で
共

有
す

る
体

制
を

構
築

し
、
温

室
効
果

ガ
ス

排
出

量
を

削
減

し
て

い
く

指
標

と
し

て
活

用
す

る
こ
と

。
 

(
３

)
 
外

部
の

専
門

家
と

の
連

携
  

ア
 
事

業
所

内
に

専
門

的
知

識
を

有
す

る
人

材
が

不
足

す
る

場
合

に
は

、
都
が

中
小
規

模
事

業
所

向
け

に
実

施
し

て
い

る
「

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

相
談

窓
口
」
、
「

無
料

の
省

エ
ネ

診
断

」
等
を

積
極
的

に
活

用
す

る
な

ど
、

都
が

提
供

す
る

専
門
的

な
知
見

及
び

具
体

的
な

提
案

を
収

集
す

る
体

制
を

整
備

す
る

こ
と
。

  

イ
 
ア

に
定
め

る
も

の
の

ほ
か
、
専
門

機
関

、
ビ

ジ
ネ

ス

事
業

者
等

の
外

部
の
専

門
家
と

連
携

す
る

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

  




